
錦 江 町 農 業 委 員 会 １ ２ 月 総 会 議 事 録 

 

 

○ 開催日時 平成２８年１２月１５日（木） 午後３時３０分から 

○ 開催場所 錦江町役場 庁議室 

○ 出席委員（１８人） 

会長      １番  宿利原勝吉 

代理      ２番  基  岸澄 

委員      ３番  厚ケ瀬博文 

〃       ５番  平原  栄 

〃        ６番   欠 番 

〃       ７番  毛下 利美 

〃       ８番  寺田 郁哉 

〃       ９番  安水 純一 

〃      １０番  牧原  昇 

〃      １１番  元丸 敏朗 

〃      １２番  鍋  康博 

〃      １３番  徳永 哲朗 

〃      １４番  貫見 和洋 

〃      １５番  畠中 正秋 

〃      １６番  山中  徹 

〃      １７番  鳥越 秀一 

〃      １８番  樋渡 俊信 

〃      １９番  鈴  一麿 

〃      ２０番  本釜 好子 

 

 

○ 欠席委員（１人） 

委員      ４番  水流 豊美 

 

 

○事務局職員  事務局長 窪 和人  書記 折久木まり子   書記 永田 宗成 

  



 

○議事日程 

 １、開会 

 

 ２、農業委員憲章朗読 

 

 ３、会長あいさつ 

 

 ４、議 事 

 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

 

  第２ 会務報告について 

 

  第３ 附議事項 

 

     議案第２８号  農地法第３条許可申請について 

 

     議案第２９号  農地法第４条許可申請について 

 

議案第３０号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

             用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について 

 

     議案第３１号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

             用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について 

 

        

      

  



議 長  只今より平成２８年１２月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。 

 本日は、水流委員からの欠席届けが提出されておりますが、錦江町農業委員会

会議規則第８条の規定により、総会は成立していることをお知らせします。 

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の会

議録署名委員に５番 平原委員と７番 毛下委員を指名いたしますので、よろしく

お願いします。 

 

議 長 次に、会務報告についてを議題とします。 

事務局から報告と説明をお願いいたします。 

 

事務局 「会務報告と説明」 

 

 

議 長 只今の会務報告について、質問等はありませんか。 

 

 

全委員 （発言なし） 

 

 

議 長 無いようですので、以上で会務報告を終わります。 

それでは附議事項に入ります。 

 

議 長 議案第２４号 農地法第３条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

事務局 それでは議案第２８号について説明いたします。 

先ず、受付番号８号の譲渡人は、Ｋ・Ｍさん、Ｋ県在住の方です。 

申請地は、城元字中牟田１６７３番、台帳は田、地積は４７９㎡となっていま

す。 

譲受人はＮ・Ａさん、Ｋ自治会在住の方です。 

この申請は贈与による所有権移転となっています。 

Ｎ・Ａさんの経営状況は、世帯員３名、労働力２名、自作地３，４１６㎡、小

作地１，４６８㎡で、水稲、甘藷を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター、耕転機各１台となっています。 

この件の担当調査員は、１７番 鳥越委員です。以上です。 

 



議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を、１７番  

鳥越委員お願いします。 

 

１７番 

鳥越委員 

はい。報告いたします。 

このＮ・Ａさんのお父さんとＫさんのお父さんが仲が良くて、その当時贈与と

いうことでされていて、ずっとそのままで、今回、名義を変えるということでこ

ういうふうになりました。 

Ｎ・Ａさんは、Ｔ委員と同級生の息子さんが２．３年前に帰ってこられて、一

緒に農業をされていて、何ら問題は無いかと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２８号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２８号は、原案のとおり許可することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２８号については、原案のとおり許可することに決定

しました。 

 

議 長 議案第２９号 農地法第４条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

事務局 それでは議案第２９号について説明いたします。 

受付番号１１号については、農家住宅、農業用倉庫のための追認の転用申請と

なっています。 

申請人はＹ・Ｅさん、Ｙ自治会在住の方です。 

申請地は、神川字宿利原７２７２番８、地目は畑、地積は３０８㎡となってい

ます。 



６頁から１０頁にかけて、位置図、配置図等を添付してありますので、お目通

しをお願いいたします。 

この件の担当調査員は、１番 宿利原委員です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、私の方から調査報告をいたします。 

 

１ 番 

宿利原委員 

１２月１２日に事務局と３人でここを調査しましたが、この土地は昭和４３年

ごろ道路が家と畑の真ん中を通りまして、そこが宅地だったかどうかわからない

状態で家を作っていましたが、長男が結婚をしまして、元あった宅地近くに家を

作った訳ですが、三男と一緒にＥさんが住んでいます。何ら問題は無いかと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

議 長 ただいま、調査報告をいたしましたが、質疑はありませんか。 

 

 

事務局 場所がちょっと分かりづらいと思いますが、場所は会長の家を通り過ぎて宿利

原の公民館があるんですけれども、その宿利原公民館の入り口の隣の家です。 

 

１９番 

鈴 委員 

ここは宅地だと思って作った訳ですか。 

 

 

１ 番 

宿利原委員 

宅地があって、前の道路もあって、何か変なふうに。 

 

 

事務局 宅地だったのを、地籍調査で地目が畑に変わったんです。それを本人さん達は

地目は宅地のままだというふうに思っていて作っていらっしゃって、今回、調査

で畑になったままなので、申請をされたところです。 

 

１０番 

牧原委員 

建築申請を出されるときに分からないの。 

 

 

１ 番 

宿利原委員 

個人でされているので。 

 

 



事務局 息子さんが作ったと言われたので家を。普通は建築確認とか取るんですけれど

も、自己資金とかされると、中々そういうのもされないで作ったりされていると

分からないです。おまけに昔が宅地だったので、宅地だからということで、もう

そのまま作ってしまったということです。 

 

議 長 他に質疑はありませんか。 

 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２９号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２９号は、原案のとおり許可することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２９号については、原案のとおり許可することに決定

しました。 

 

議 長 次に、議案第３０号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請についてを議題とし

ます。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 先ず、議案第３０号について説明いたします。 

受付番号１１号の譲渡人は、Ｓ・Ｈさん、Ｎ県在住の方です。 

申請地は馬場字染川４４０７番１、地目は田、地積は７３７㎡となっています。 

譲受人は、Ｓ・Ｋさん、Ｓ自治会在住の方です。 

Ｓ・Ｋさんの経営状況は、世帯員５名、農業従事者５名、自作地５０，０５１

㎡、小作地１３８，３８８㎡で、甘藷、茶を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター５台、トラッ

ク４台、掘り取り機、ハーベスター各１台となっています。 

この件の担当調査員は１９番 鈴委員です。 



次の受付番号１２号の譲渡人は、Ｍ・Ｓさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字久木野５１６６番５３８、地目は畑、地積は１１，５６５㎡

となっています。 

譲受人は、Ｔ・Ｙさん、Ｂ自治会在住の方です。 

Ｔ・Ｙさんの経営状況は、世帯員５名、農業従事者４名、自作地１０６，０８

９㎡、小作地２８，７１６㎡で、茶、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は２５０日で、農業機械の所有状況は、トラクター１台、トラッ

ク４台、茶摘採機、防除機各１台となっています。 

この件の担当調査員は２番 基委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願い

します。 

先ず、受付番号１１号について、１９番 鈴委員お願いいたします。 

 

１９番 

鈴 委員 

 

はい。１１号でございますが、これはＳ・Ｈさんが農業廃止ということでござ

いまして、前々回の定例総会であっせんに上がって来た案件でございまして、あ

っせん成立ということでございます。Ｓ・Ｋさんは、今までも何回も出て来る名

前でございまして、Ｓ・Ｍさんの息子さんで、甘藷とお茶を一生懸命頑張ってい

る青年でございます。何ら問題は無いと思います。終わります。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号１２号について、２番 基委員お願いいたします。 

 

２ 番 

基 委員 

はい。報告いたします。 

この案件は１０月にあっせんに上がった案件でございます。Ｔ・ＹさんとＭ・

Ｓさん、この二人は同じＢ集落ですけれども、隣り合わせで、集落でも一番高い

ところ、標高５２８ｍの錦江町で一番高いところです。場所的には稲尾の裾の方

にある所です。このＴさんが当時平成元年煙草を作っていらっしゃいましたけれ

ども、その煙草を作るためにお金がいるということで、このＴさんのお父さんに

売買を平成元年にされたそうです。そこで売買は成立しているんですけれども、

資金を得るために担保設定を組まれたということで、名義は直らなかったという

ことで、２７年まで、本当は１９年で終わる予定でしたけれども、２７年まで引

っ張られたと、そういうことで最近になって名義を変えるために出て来た案件で

ございます。Ｔさんのお父さんが買われたんですけれども、息子さんは認定農家

で、今、茶工場も持って、労働力もあって、錦江町の定める要件はクリアしてい

ると思いますので、何ら問題は無いと思います。よろしくお願いします。以上で



す。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

２ 番 

基 委員 

ちなみに言い忘れましたけれども、価格は○○万円だったそうです。 

 

 

１９番 

鈴 委員 

 

私も申し忘れましたけれども、これだけ１筆で○○万円だったそうです。 

 

 

議 長 質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３０号を採決します。 

お諮りします。 

議案第３０号は、原案のとおり許可することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３０号については、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、議案第３１号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請についてを議題とし

ます。 

お諮りします。 

会議資料のとおり、今回は１３０筆の利用集積計画について審議しなければな

りませんので、事務局の説明と担当調査員の報告、質疑を６回に分けて行い、事

務局説明と調査員の報告は継続の案件を省略し、新規のみの案件だけとして、そ

の都度議決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 



委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

それでは、議案第３１号のうち、受付番号３３７号から３６５号までを議題と 

します。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第３１号のうち、議案第３３７号から３６５号までを説明いたし 

ます。 

受付番号３３７号から３４４号までは継続ですので省略いたします。 

受付番号３４５号の貸し人はＳ・Ｚさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は、田代川原字江郷１８０４番３、地目は田、地積は８２０㎡となって

います。 

 貸付期間は、平成２８年１２月１６日から平成３３年１２月１４日までで、小

作料金は１，５００円となっています。 

一方、借り人は、Ｙ・Ｙさん、Ｔ自治会在住の方です。 

Ｙ・Ｙさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地１，７１９㎡、

小作地１６，６７０㎡で、水稲、レンコンを主体とした経営をされています。 

農業従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、コンバイン、

田植機各１台、乾燥機２台となっています。 

この件の担当調査員は７番 毛下委員です。 

次の受付番号３４６号から３６０号までは継続ですので省略いたします。 

次の３６１号の貸し人はＫ・Ｔさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は、田代麓字永山１２７５番１、地目は畑、地積は５３０㎡となってい

ます。 

 貸付期間は、平成２８年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、小

作料金は３，０００円となっています。 

一方、借り人は、Ｏ・Ｍさん、Ｅ自治会在住の方です。 

Ｏ・Ｍさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地１４，２３８

㎡、小作地２９，５２３㎡で、水稲、甘藷を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、田植機、コ

ンバイン、つる払い機、掘り取り機、軽トラック各１台となっています。 

次の３６２号の貸し人はＴ・Ｔさん、Ｎ自治会在住の方です。 

申請地は、田代麓字溝下６３５番、地目は田、地積は９２５㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２８年１２月１５日から平成３８年１２月１４日までで、小

作料金は米１俵となっています。 



一方、借り人は、Ｓ・Ｍさん、Ｎ自治会在住の方です。 

Ｓ・Ｍさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、小作地５，８２５㎡

で、水稲、養鶏を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、田植機、脱

穀機、刈取り機、軽トラック各１台となっています。 

次の３６３号の貸し人はＡ・Ｆさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は、田代麓字溝下６３１番１、地目は田、地積は８２６㎡となっていま

す。 

 貸付期間は、平成２８年１２月１５日から平成３４年１２月１４日までで、小

作料金は米１俵となっています。 

借り人は３６２号と同じ、Ｓ・Ｍさんです。 

次の３６４号の貸し人はＨ・Ｆさん、Ｎ自治会在住の方です。 

申請地は、田代麓字井手口２１１番１、地目は田、地積は１，２３５㎡となっ

ています。 

 貸付期間は、平成２８年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、小

作料金は米２俵となっています。 

借り人は３６２号と同じ、Ｓ・Ｍさんです。 

次の３６５号の貸し人はＫ・Ｔさん、Ｎ市在住の方です。 

申請地は、田代麓字須﨑６７１番１、地目は田、地積は１，７１２㎡となって

います。 

 貸付期間は、平成２８年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、使

用貸借のため小作料金は発生しません。 

一方、借り人は、Ｙ・Ｈさん、Ｙ自治会在住の方です。 

Ｙ・Ｈさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地５，１７３㎡、

小作地７２，８１２㎡で、水稲、肉用牛を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、コンバイン、

モア、ロールベイラー、田植機、軽トラック各１台となっています。 

受付番号３６１号から３６５号までの担当調査員は、１２番 鍋委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願い

します。 

先ず、受付番号３４５号について、７番 毛下委員お願いいたします。 

 

７ 番 

毛下委員 

報告します。 

Ｓ・Ｚさんが、ちょっと体が不自由ということで、もう作れないということで、

Ｔ自治会のＹさんにお願いされました。Ｙさんは米、今レンコンに取り組んでお



られます。 

よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号３６１号から３６５号について、１２番 鍋委員お願いいたし

ます。 

 

１２番 

鍋 委員 

はい。説明いたします。 

先ず、受付番号３６１号ですが、場所は先月も説明いたしましたが、南大隅高

校田代分校跡を通り過ぎて、約４００ｍ先を左側に折れた先の肝属南部造成地の

永山団地の一角で、前の説明の時のさせて頂いた方々の土地等の近くにありま

す。借り主のＯ・Ｍさんは奥さんと２人で、米、甘藷、他にカボチャ、生姜など、

手広く耕作されておられます。農地の管理もしっかりなされておられ、認定農業

者でもあり、常に強い意欲を持って取り組んでおられまして、何ら問題は無いと

思います。 

次の３６２、３６３、３６４号ですが、先ず、３６２、３６３号の場所は、田

代の中心部にある田代小学校の隣に北尾神社がありますが、この神社から北側へ

１００ｍ程の所にあります。又、３６４号は田代の中心部交差点から池田・半下

石方面に向かって約２ｋｍほど先に長谷公民館がありますが、この公民館の尐し

手前の川沿いにあります。前耕作者が規模縮小を図られ更新をされなかったた

め、鶏舎周辺の農地を未だあっせんして欲しいという要望等もあり、Ｓさんにお

願いしたものです。Ｓさんは地鶏の生産販売及び卵の販売、又、特殊米を使った

米作り等をされ、自ら流通経路も開拓されておられるようです。水利組合長を引

き受けられたり、水路の管理、猪対策の電柵導入の申請など、熱心に活動もされ

ておられます。錦江町の定める要件もクリアされておられると思いますので、問

題は無いと思います。 

最後に３６５号ですが、場所は、今年町民体育大会が開かれました田代中央運

動場の駐車場と国道４４８号線との間にある農地になります。借り人のＹ・Ｈさ

んは、息子さんと２人で米作りと生産牛３２頭の飼育をされておられます。優秀

な子牛のだけでなく、品評会等でも良い成績を納めされているなど、熱心な農家

です。認定農業者でもあられ、錦江町の定める要件もクリアされていると認めら

れ、何ら問題は無いと思います。以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 



５ 番 

平原委員 

米１俵というのはバインダー袋で。 

 

 

１２番 

鍋 委員 

はい。バインダー袋で３４ｋｇ入りと本人はおっしゃっていました。 

 

議 長 他に質疑はありませんか。 

 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３１号のうち、受付番号３３７号から３６５号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３１号のうち、受付番号３３７号から３６５号までは、原案のとおり決

定することにご異議ありませんか。 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３１号のうち、受付番号３３７号から３６５号までは、

原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、議案第３１号のうち、受付番号３６６号から３７５号までを議題としま

す。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第３１号のうち、議案第３６６号から３７５号までを説明いたし 

ます。 

 先ず、受付番号３６６号の貸し人はＳ・Ｆさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は、神川字河崎２６４３番１、地目は田、地積は８５４㎡となっていま

す。 

 貸付期間は、平成２８年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、 

小作料金は１２，０００円となっています。 

一方、借り人は、Ｆ・Ｙさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｆ・Ｙさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、小作地４，４２４㎡



で、水稲、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、管理機、動

噴、軽トラック各１台となっています。 

この件の担当調査員は、１３番 徳永委員です。 

 

次の受付番号３６７号から３７２号までは継続の案件ですのでお目通し下さ

い。 

次の受付番号３７３号、３７４号の貸し人はＳ・Ｔさん、Ｇ自治会在住の方で

す。 

申請地は３７３号が田代川原字坂ノ上３０４２番２、地目は田、地積は９８０

㎡、３７４号が田代川原字坂ノ上３０４２番３、地目は田、地積は５６７㎡で、 

２筆の合計は１，５４７㎡となっています。 

 貸付期間は平成２８年１２月１６日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は１０a当り８，０００円となっています。 

一方、借り人は、Ｓ・Ｓさん、Ｇ自治会在住の方です。 

Ｓ・Ｓさんの経営状況は、世帯員４名、農業従事者２名、自作地２４，２３０

㎡、小作地５１３８㎡で、水稲、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、トラック各

１台となっています。 

次の受付番号３７５号の貸し人はＩ・Ｉさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は田代川原字柴立ノ下２４４番、地目は田、地積は１，５６５㎡となっ

ています。 

 貸付期間は平成２８年１２月１６日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は米（３０ｋｇ）２俵と４，４９０円となっています。 

一方、借り人は、３４５号と同じＹ・Ｙさんです。 

受付番号３７３号から３７５号までの担当調査員は、１４番 貫見委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願い

します。 

先ず、受付番号３６６号について、１３番 徳永委員お願いいたします。 

 

１３番 

徳永委員 

はい。説明いたします。 

この物件は前任者が、借りておられた方が体調不良ということで解約をしたい 

と申し出があって、合意解約の下、新しくＦ・Ｙさんに契約しなおした分です。

Ｆ・Ｙさんは、水稲、ブロッコリー、或いは玉ねぎといった露地野菜を中心に取

り組んでおられます。特に露地野菜の方は有機農業を主体とした取り組みを進め



ておられまして、他の土地を含めて意欲的に生産して管理をされている方です。

小作料金は前任者の方の分も、Ｓさんの方はそのままで継続したいという意向で

したので、Ｓさんの方も良かろうということで、納得して契約をしております。

本人は借りている土地だけで耕作されていますが、まだまだ面積も広げたいと意

欲のある方ですので、何ら問題は無いと思います。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に受付番号３７３号から３７５号までについて、１４番 貫見委員お願いい

たします。 

 

１４番 

貫見委員 

はい。ご報告いたします。 

３７３号と３７４号の借り人のＳ・Ｓさんでございますが、Ｓさんは露地野菜

を中心に経営をされていまして、認定農家でもございまして、錦江町の定める要

件はクリアされていると思いますので、何ら問題は無いかと思います。 

次に３７５号の借り人はＹ・Ｙさんです。この方は林業の仕事を中心にされて

おられまして、休みを利用しまして水稲や園芸の方を経営されておられます。 

この方も錦江町の定める要件はクリアされていると思いますので、問題は無い

かと思います。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３１号のうち、受付番号３６６号から３７５号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３１号のうち、受付番号３６６号から３７５号までについては、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 



議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３１号のうち、受付番号３６６号から３７５号までに

ついては、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、議案第３１号のうち、受付番号３７６号から４２９号までを議題としま 

す。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第３１号のうち、受付番号３７６号から４２９号までについて 

説明いたします 

  先ず、受付番号３７６号は継続の案件ですので、お目通し下さい。 

 次の、受付番号３７７号の貸し人はＭ・Ｙさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は、神川字外戸口１０８１番１、地目は畑、地積は２，１６８㎡となっ

ています。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、 

小作料金は１６，０００円となっています。 

一方、借り人は、Ｓ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｓ・Ｋさんの経営状況は、世帯員７名、農業従事者４名、自作地２４，６７９

㎡、小作地１０，７３９㎡で、水稲、肉用牛、バレイショを主体とした経営をさ

れています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター２台、管理機

５台、トラック、田植機、コンバイン、耕運機各１台となっています。 

次の３７８号から３８１号までは継続の案件ですのでお目通し下さい。 

次の３８２号から３８７号までの貸し人はＵ・Ｓさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は３８２号が神川字宇都前１１５番２、地目は田、地積は６４５㎡、３

８３号が神川字砂田１９３番１、地目は田、地積は１，１６７㎡、３８４号が神

川字砂田１９３番４、地目は田、地積は２０５㎡、３８５号が神川字岩渕１００

９番１３、地目は畑、地積は５，８２８㎡のうち３，４６８㎡３８６号が神川字

前目２，１０６番１、地目は畑、地積は２，１２１㎡、３８７号が神川字前目２，

１０８番、地目は畑、地積は６６７㎡で、６筆の合計は８，２７３㎡となってい

ます 

貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３１年１２月１４日までで、小作

料金は米（籾）８俵と７０，０００円となっています。 

一方、借り人は、Ｆ・Ｓさん、Ｋ市在住の方です。 

Ｆ・Ｓさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者１名、自作地４，１９５㎡、

小作地９，６７９㎡で、水稲、バレイショを主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、田植機、コ



ンバイン各１台、管理機３台となっています。 

次の３８８号、３８９号までは継続の案件ですのでお目通し下さい。 

次の３９１号から３９２号までの案件は、１筆を３人で借りていましたが、今

回Ｈさんが全部借りるということで、継続の案件として取り扱いますので、お目

通し下さい。 

次の３９３号から４０５号までは継続の案件ですのでお目通し下さい。 

次の４０６号から４０９号までの貸し人はＮ・Ｆ夫さん、Ｔ自治会在住の方で

す。 

申請地は４０６号が神川字下牧９５７番、地目は畑、地積は１，６５７㎡、４

０７号が神川字下牧９４５番、地目は畑、地積は１，１４１㎡、４０８号が神川

字下牧９４６番、地目は畑、地積は１，２００㎡、４０９号が神川字下牧９４７

番１、地目は畑、地積は１，２７０㎡で、４筆の合計は５，２６８㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２８年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は、４０６号が４８，０００円、４０７号から４０９号までが全部で１０８，

０００円となっています。 

一方、借り人は、（株）Ｉさん、Ｔ自治会に拠点を置く法人です。 

Ｉさんの経営状況は、構成員３名、小作地３７，６６１㎡で、茶を主体とした

経営をされています。 

農業機械は共同利用となっています。 

 

次の受付番号４１０号、４１１号の貸し人はＨ・Ｓさん、Ｋ自治会在住の方で

す。 

申請地は４１０号が城元字門之口３３２７番１、地目は畑、地積は１，３７４

㎡、４１１号が城元字門之口３３２７番２、地目は畑、地積は２，７４６㎡で、 

２筆の合計は４，１２０㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２８年１２月１５日から平成３８年１２月１４日までで、 

小作料金は全部で３０，０００円となっています。 

一方、借り人は、Ｔ・Ｙさん、Ｆ自治会在住の方です。 

Ｔ・Ｙさんの経営状況は、世帯員５名、農業従事者１名、自作地、小作地はあ

りませんが、シキミを主体に新規就農予定者となっています。 

次の受付番号４１２号、４１３号の貸し人はＳ・Ｍさん、Ｍ自治会在住の方で

す。 

申請地は４１２号が城元字宮ケ原２０６０番、地目は畑、地積は２８９㎡、４

１３号が城元字宮ケ原２０５７番４、地目は畑、地積は２，９４１㎡で、２筆の

合計は３，２３０㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２８年１２月１５日から平成３８年１２月１４日までで、 



小作料金は全部で１５，０００円となっています。 

一方、借り人は、４１０号からと同じＴ・Ｙさんです。 

次の４１４号から４２９号までは継続の案件ですので、お目通し下さい。 

受付番号３７６号から４２９号までの担当調査員は、１６番 山中委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を、１６番

山中委員お願いします。 

 

１６番 

山中委員 

Ｍさんの一部新規というのが、Ｓ・Ｋさんがありますが、これは以前、Ｆ・Ｓ 

さんが作っていたのを、Ｓ君がもうちょっと作れないということでＫ君に口頭で

貸していたものですが、当たり前に今度契約をし直しました。Ｋ君は生産牛と園

芸を中心にやっており、息子夫婦も土・日には加勢をしております。 

 下のＵ・Ｓ君ですが、この方の田んぼ・畑をＦ・Ｓさんがコマツを辞めて、こ

っちで農業をするということで、馬鈴薯を２００俵植えるということで申請をさ

れております。 

 開けまして、又、Ｕ・Ｓさんの２筆をＨ・Ｋさんが借りるということで出して

おります。Ｈさんは馬鈴薯を１００袋以上植えて、園芸を中心に頑張っておりま

す。 

 それから次の頁のＮ・Ｆさんの茶園をＩさんなんですが、Ｋさんで申請してい

ましたけれども、今回、法人のＩさんで申請されております。よろしくお願いい

たします。 

 それと一番最後のＨ・Ｓさん、山添のタバコ団地があったんですが、そこの近

くです。Ｔ・Ｋさん、この方は元々上之宇都の奥の方の家の方で、旦那さん衛生

社に勤めており土・日は手伝いをしております。親子で農業を３人でやっており

ます。シキミを植えるということでよろしくお願いします。 

 開けまして、Ｓ・Ｍさんですが、ちょうど河上神社から上に行ったところの展

望台の下の所の畑があります。そこをこのＴ・Ｙさんが借りたいということで、

ここもまたシキミを植えてありますけれども、新規就農で頑張って行きたいとい

うことで申請を出しておられます。よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

８ 番 

寺田委員 

このＴ・Ｋさんは新規就農。 

 

 



１６番 

山中委員 

今も親の手伝いでインゲンを作ったりしているんですが。 

 

 

事務局 Ｔさんについては、親とは別に経営を始めるということで、今、新規就農の方

の申請をされています。メインとしてはシキミをされるということで、あとちょ

っと野菜関係をされるということで、別経営ということで新規就農の申請を上げ

ている段階で、上げるために農地が無いと申請できませんので、今回上がって来

たものです。 

 

議 長 他に質疑はありませんか。 

 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３１号のうち、受付番号３７６号から４２９号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３１号のうち、受付番号３７６号から４２９号までについては、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３１号のうち、受付番号３７６号から４２９号までに

ついては、原案のとおり決定しました。 

議 長 次に、議案第３１号のうち、受付番号４３０号から４５０号までを議題としま 

す。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第３１号のうち、受付番号４３０号から４５０号までについて 

説明いたします 

 受付番号４３０号から４４７号までは、継続の案件ですのでお目通し下さい。 

 次に受付番号４４８号、４４９号の貸し人はＭ・Ｅさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は４４８号が馬場字西ノ下８４４番１、地目は田、地積は９１３㎡、４



４９号が馬場字西ノ下８６３番、地目は田、地積は２，２５２㎡で、２筆の合計

は３，１６５㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２８年１２月１５日から平成３８年１２月１４日までで、小

作料金は全部で米１２俵となっています。 

一方、借り人は、Ｋ・Ｋさん、Ｓ自治会在住の方です。 

Ｋ・Ｋさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者１名、雇用が４名、小作地

３１，４７４㎡で、水稲、バレイショ、青ネギを主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター２台、田植機、

コンバイン、乾燥機、ハーベスター、ブーム各１台となっています。 

受付番号４４８号、４４９号の担当調査員は、２０番 本釜委員です。 

次の４５０号は継続の案件ですのでお目通し下さい。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を、２０番

本釜委員お願いします。 

 

２０番 

本釜委員 

報告いたします。 

借り人のＫ・Ｋさんは、ネギを主体に沢山の作物を作られています。朝早く 

から精力的に仕事をされています。圃場も綺麗にされており、認定農業者でもあ

ります。錦江町の定める条件は全てクリアされていると考えます。よろしくお願

いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３１号のうち、受付番号４３０号から４５０号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３１号のうち、受付番号４３０号から４５０号までについては、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 



議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３１号のうち、受付番号４３０号から４５０号までに

ついては、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 ここで、○番 ○委員の退席を求めます。 

(○委員 退席) 

議 長 次に議案第３１号のうち、受付番号４５１号を議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第３１号のうち、受付番号４５１号を説明します。 

受付番号４５１号は継続の案件ですので、お目通し下さい。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３１号のうち、受付番号４５１号を採決します。 

お諮りします。 

議案第３１号のうち、受付番号４５１号については、原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３１号のうち、受付番号４５１号については、原案の

とおり決定しました。 

 

議 長 ここで○番 ○委員の入室を求めます。 

(○委員 入室) 

 

議 長 次に議案第３１号のうち、受付番号４５２号から４６６号までを議題としま

す。 

事務局の説明をお願いいたします。 



事務局 それでは議案第３１号のうち、受付番号４５２号から４６６号までについて 

説明いたします 

 先ずに受付番号４５２号から４６４号の貸し人は公益財団法人 県地域振興

公社です。 

申請地は４５２号が田代川原字鎮守ケ迫５，９３２番、地目は畑、地積は２，

９１１㎡、４５３号が田代川原字鎮守ケ迫５，９３６番１、地目は畑、地積は６

８１㎡、４５４号が田代川原字鎮守ケ迫５，９３６番２、地目は畑、地積は３２

６㎡、４５５号が田代川原字鎮守ケ迫５，９３６番３、地目は畑、地積は２５２

㎡、４５６号が田代川原字鎮守ケ迫５，９３６番４、地目は畑、地積は１，４９

５㎡、４５７号が田代川原字鎮守ケ迫５，９３７番、地目は畑、地積は２，８７

５㎡、４５８号が田代川原字菖蒲ケ迫５，９６８番１、地目は畑、地積は５５９

㎡、４５９号が田代川原字菖蒲ケ迫５，９６８番２、地目は畑、地積は４４９㎡、

４６０号が田代川原字菖蒲ケ迫５，９６８番３、地目は畑、地積は１，６４４㎡、

４６１号が田代川原字鎮守ケ迫５，９３３番、地目は畑、地積は２，８９５㎡、

４６２号が田代川原字鎮守ケ迫５，９３８番１、地目は畑、地積は１，０１２㎡、

４６３号が田代川原字菖蒲ケ迫５，９６７番１、地目は畑、地積は１，１９１㎡、

４６４号が田代川原字菖蒲ケ迫５，９６７番２、地目は畑、地積は１，４４８㎡

で、１３筆の合計は１７，７３８㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２９年１月１日から平成３１年１２月１２日までで、小作料

金は１７７，３８０となっています。 

一方、借り人は、Ｉ・Ｍさん、Ｂ自治会在住の方です。 

Ｉ・Ｍさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者２名、自作地６１，６１９

㎡、小作地８，１５３㎡で、茶、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、摘採機、防除機各１台と

なっています。 

この件については、農地中間管理事業特例事業で県地域振興公社からＩさんが

３年後に買受けるもので、その間借入れるものです。 

次の受付番号４６５号、４６６号の貸し人は公益財団法人 県地域振興公社で

す。 

申請地は４６５号が馬場字西ノ下８８７番、地目は田、地積は８１３㎡、４６

６号が馬場字西ノ下８９７番１、地目は田、地積は１，０４３㎡で、２筆の合計

は１，８５６㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２９年１月１日から平成３１年１２月１２日までで、小作料

金は３７，１２０となっています。 

一方、借り人は、（株）Ｔさん、Ｋ自治会に拠点を置く法人です。 

（株）Ｔさんの経営状況は、構成員２名、雇用が２３人、自作地１，４８５㎡、

小作地１５２，７７４㎡で、露地野菜を主体とした経営をされています。 



農業機械の所有状況は、トラック９台、トラクター６台、管理機３台、乗用管

理機２台、田植機・コンバイン各１台となっています。 

この件についても、農地中間管理事業特例事業で県地域振興公社から（株）Ｔ

さんが３年後に買受けるもので、その間借入れるものです。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３１号のうち、受付番号４５２号から４６６号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３１号のうち、受付番号４５２号から４６６号までについては、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３１号のうち、受付番号４５２号から４６６号までに

ついては、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 以上で、平成２８年１２月錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終了

いたします。 

 

 

 


